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１．趣旨 

地域における食品廃棄物等の発生量及び再生利用の実施量をより細かく把握し、

国と地方公共団体が連携して地域ごとの食品廃棄物等の再生利用を促進するため

に、食品廃棄物等の発生量及び再生利用の実施量を都道府県ごとに国に報告され

るよう食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令を一部改正する。 

  一方、定期報告は、食品関連事業者にとって過度の事務負担につながらないよ

う、過去の定期報告を通じて把握が可能な項目等について、定期報告の内容を合

理化するための改正を併せて行う。 

 

２．改正の概要 

（１） 様式に追加する項目（別紙を参照） 

○都道府県別の食品廃棄物等の発生量及び再生利用の実施量 

（２） 様式から削除する項目 

○対前年度比の一部（表１、２、４、５、６～10） 

   ○定性的な項目の一部 

    表２「当該値を用いた理由」、「前年度から当該値を変更した理由」 

    表４「発生抑制の具体的な取組内容」 

    表５「再生利用の実施量の把握方法」 

    表６「熱回収の実施量の把握方法」 

    表８「再生利用等以外の実施量の把握方法」 

    表９「廃棄物としての処分の実施量の把握方法」 

○食品廃棄物等の減量の方法ごとの実施量の内訳（表７）  

○平成 19 年度以降の食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源の再生利用等の

変化状況（表 11） 

○特定肥飼料等の製造量（委託先又は譲渡先の業者の氏名、住所、再生利用の

実施量、特定肥飼料等の種類は除く）（表 12） 
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（３）様式を変更する項目 

○表４の「発生抑制の具体的な取組内容」と表 15を統合して「食品循環資源の

再生利用等の促進のための先進的な取組」を記載するように変更（表 15） 

 

３．スケジュール 

 ４月上旬～５月上旬 改正省令案のパブリックコメント 

 ６月 改正省令の公布 

2 
 



別　紙

合計 肥料 飼料

炭化の過
程を経て
製造され
る燃料・
還元剤

油脂・油
脂製品

エタノー
ル

メタン

小計

小計

合計

 都道府県別の食品廃棄物等の発生量及び再生利用の実施量

業種 都道府県名
発生量
（ｔ）

再　生　利　用　の　実　施　量（ｔ）


